
月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前８時30分から午後５時15分まで（旅券業務は午前９時から午後５時まで）

※ 行政サービスの詳細は、湖西市公式サイトの各課ページから確認できます。
※ 表中の本人確認書類は免許証、個人番号カード等の顔写真のついた公的機関発行の身分証明書を指します。

業務によって顔写真の無い身分証明書(２点以上)でよい場合もありますので、お問い合わせください。
※ 個別の事情によりこの表には記載の無い要件がある場合があります。ご了承ください。
※ 表中の個人番号欄が「要」となっている行政サービスは、個人番号(マイナンバー)が必要な手続きです。

なお、個人番号カードを忘れた場合でも手続きが可能な場合もありますので、窓口にて申し出てください。
※ 本人が来庁できない場合、委任状等の提出により手続きできる場合があります。詳細はお問い合わせください。
※ 湖西市以外が本籍地の戸籍証明については取り扱いが異なります。詳細はお問い合わせください。

◆ 市民窓口係 電話：053-594-1115　または　053-594-1116
※ 問い合わせの内容によっては、各課直通の電話番号をご案内します。

●

証明、届出　等
本人確認

書類
個人
番号

注意事項
手数料
(円)

新 居 支 所 の 行 政 サ ー ビ ス 一 覧
湖西市新居支所（新居地域センター１階）で扱う行政サービスについてご案内します。

開 庁 日
開庁時間

令和7年4月1日現在市民課業務(市民係　電話：053-576-4531)

住
民
基
本
台
帳

転入、転出、転居、世帯変更などの届出 要 要
本人、同一世帯の人以外は委任状等が必要。死亡した
人の除票申請は、相続人であることの証明が必要。

－

住民票の写し、住民票除票の写し、
住民票記載事項証明書などの交付 要 350

旧氏記載、変更、削除請求 要 要
記載、変更請求は、希望する旧氏から現在の氏まで記
載された戸籍謄本等が必要。 －

出生届、婚姻届、転籍届、入籍届、離婚届、
養子縁組届、死亡届など戸籍の届出

届出に
よる

届出に
よる

届出内容により必要書類が異なります。
お問い合わせください。 －

戸
籍

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、
戸籍個人事項証明(戸籍抄本)の交付 要 本人、同一戸籍に記載されている人、直系尊属、直系

卑属以外は委任状等が必要。

※全国広域戸籍証明書等の交付に関しては、
  お問い合わせください。

450

除籍謄抄本、除籍全部(個人)事項証明の
交付 要 750

戸籍記載事項証明書、戸籍の附票の交付 要 350

戸籍関係の届出記載事項証明及び受理証明、
不在住不在籍証明の交付 要 詳細はお問い合わせください。 350

身分証明書の交付 要 本人、未成年者に対する親権者以外は委任状が必要。 350

独身証明書の交付 要 本人にのみ発行。 350

印
鑑

印鑑登録申請 要
(顔写真付)

本人が実印と顔写真付の身分証明書を持参すれば即日
交付可。それ以外の場合はお問い合わせください。 350

印鑑登録証　亡失・廃止などの届出 要
代理人の場合委任状が必要。廃止のときは印鑑登録証
が必要。 －

印鑑登録証明書の交付 要
印鑑登録証が必要。

350

合併に伴う旧新居町印鑑登録証の交換 要 －

臨時
運行

臨時運行許可証の交付 要
運転免許証、自動車損害賠償責任保険証明書、車検証
等が必要。 750

紛失届 要 詳細はお問い合わせください。 －

旅
券

新規発給・切替 要

(1)申請は代理可能、交付は本人のみ。
　 必要書類はお問い合わせください。
(2)受付は午前9時から午後5時までですが、申請は
   できるだけ午後4時30分までにお越しください。

記載事項変更 要

(1)申請は代理可能、交付は本人のみ。
   必要書類はお問い合わせください。
(2)受付は午前9時から午後5時までですが、申請は
   できるだけ午後4時30分までにお越しください。

手数料は
内容による

電子証明書(公的個人認証サービス)の
関連手続き 要 要 詳細はお問い合わせください。

手数料は
内容による

個
人
番
号
カ
ー

ド
等

個人番号カード紛失届 要 詳細はお問い合わせください。 －

個人番号カード紛失、再交付届 要 詳細はお問い合わせください。

旅券の種類
や、申請方
法で手数料
が変わりま
す。詳しく
はお問い合
わせくださ
い。
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●
※

税務課業務(収納係　電話：053-576-4536、市民税係　電話：053-576-1218、資産税係　電話：053-576-1217)

証明、届出　等
本人確認

書類
個人
番号

注意事項
手数料
(円)

税
務

所得証明書、市県民税所得・課税証明書
の交付 要

(1)本人、同一世帯の人以外は委任状等が必要。
(2)取り扱いできないものもありますので、事前に
   確認してください。
  （住宅用家屋証明、名寄帳等）

350納税証明書の交付 要

固定資産税評価証明書、固定資産税公課証明
書、課税台帳記載事項証明書の交付

軽自動車税納税証明書の交付(車検用) 要 どなたでも可。 －

保険年金課業務(国保年金係　電話：053-576-4585、後期高齢者医療係　電話：053-576-4530)

要

固定資産税評価通知書の交付 要 －

(1)本人、同一世帯の人以外は委任状が必要。
　 (葬祭費の請求は喪主)
(2)必要な書類は手続きによって異なります。
　 お問い合わせください。

－

資格確認書等の再交付 要

限度額適用、標準負担額減額認定証交付

但し、人間ドック等の受診券申請の問い合わせは健康増進課　（健康政策係　電話：053-576-1114）

証明、届出　等
本人確認

書類
個人
番号

注意事項
手数料
(円)

要 要

特定疾病療養受療証交付 要 要

高額療養費及び療養費支給申請 要 要

国
民
健
康
保
険

資格取得、喪失、変更などの届出 要 要

保険税の納付を口座振替に変更

人間ドック・脳ドックの受診券交付

葬祭費請求

非自発的失業のための保険税軽減申請

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

資格取得、喪失、変更などの届出 要 要

(1)本人、同一世帯の人以外は委任状が必要。
　 (葬祭費の請求は喪主)
(2)必要な書類は手続きによって異なります。
　 お問い合わせください。

－

資格確認書等の再交付 要 要

限度額適用、標準負担額減額認定証交付

葬祭費請求

保険料の年金特別徴収から口座振替への変更

要 要

特定疾病療養受療証交付 要 要

高額療養費及び療養費支給申請 要 要

要 要

保険料の口座振替又はクレジットカード納付
の申請

国
民
年
金

会社を退職したとき、配偶者が退職したとき
(扶養されている場合)などの届出 要 要

年金手帳又は基礎年金番号通知書があれば持参してく
ださい。その他の持ち物等詳細はお問い合わせくださ
い。

－

保険料免除(納付猶予)申請、学生納付特例
申請 要 要

任意での国民年金加入
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◆ 地域係 電話：053-594-1111　または　053-594-1112

証明、届出　等
本人確認

書類
個人
番号

注意事項
手数料
(円)

地域福祉課業務(障害福祉係　電話：053-576-4532)

障害者有料道路割引の申請 －

自動車取得税の減免にかかる生計同一証明書
の交付 －

障
害

重度障害者(児)医療費償還払いの申請

必要な書類は手続きによって異なります。
お問い合わせください。

－

精神障害者入院医療費助成申請(２回目以
降) －

こども医療費助成金支給申請

こども政策課業務(こども政策係　電話：053-576-1813)

証明、届出　等
本人確認

書類
個人
番号

注意事項
手数料
(円)

障害者タクシー料金助成申請 －

静岡県ゆずりあい駐車場利用証交付 －

学
校

戸籍・住民異動に伴う学齢簿の変更手続き
(保護者変更)に関すること

戸籍・住民異動の際にご案内します。 －

学校教育課、保育幼稚園課業務(学校教育係　電話：053-576-4798、保育幼稚園係　電話：053-576-1156)

証明、届出　等
本人確認

書類
個人
番号

注意事項
手数料
(円)

子
育
て

児童手当認定請求、児童手当変更届出(氏
名・住所)、児童手当受給事由消滅届 要 要

必要な書類は手続きによって異なります。
お問い合わせください。 －

こども医療費受給者証交付申請、こども医療
費受給者証記載事項等変更届出

その他

証明、届出　等
本人確認

書類
個人
番号

注意事項
手数料
(円)

保
育

戸籍・住民異動に伴う変更手続き(氏名・住
所・保護者など)に関すること

戸籍・住民異動の際にご案内します。 －

そ
の
他

市税(市県民税、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税、国民健康保険税)、保険料(介
護保険、後期高齢者医療)、保育料、手数
料、使用料(市営住宅、上下水道等)などの
納付

納付書と現金をお持ちください。一部の納付書は再印
刷できる場合がありますので、紛失した方はご相談く
ださい。(水道料金納付書は、新居支所で発行できな
くなりました。)

－

静岡県収入証紙の販売 購入後の払い戻しは一切できません。

木曽町宿泊施設助成券の発行

(1)湖西市在住の方が代表になっているご家族やグループが
   対象で、代表者の方の住所がわかる身分証明書が必要。
   小学生以上の方で最大5人分まで、連泊2泊まで。
(2)対象の宿を予約後にお越しください。
(3)他の助成金との併用不可。

－

額面金額

合併証明書(合併に伴う市町村名称等変更証
明書)の交付

どなたでも可。 －

手筒花火に関すること

木曽町児童交流に関すること

そ
の
他

新居地域センターの貸出し、維持管理に関す
ること

公共花壇、花の会に関すること

浜名川クリーン作戦などの実施に関すること

業務内容

自治
会等

自治会との連絡調整・相談窓口

しあわせＲＩＮＧの婚姻届及び出生届の販売 どなたでも可。 1,500
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